
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和07年12月01日

計画の名称 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第４期）

計画の期間   令和０８年度 ～   令和１２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 宮津市

計画の目標 本市が有する自然、歴史及び文化等の資源を活かしながら、快適で魅力的な歩行者空間の創出とネットワーク化による回遊性の向上等を図り、城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくりを目指してきたものを、引き続き、住民及び地域

団体等と共に守り育てていく。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  28  Ａ                  24  Ｂ                   0  Ｃ                   4  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     14.28 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R6 R12

   1 宮津市街地における観光入込客数を533,800人/年（R6）から587,100人/年（R12）に増加

宮津市街地における観光入込客数の調査 533800人/年 人/年 587100人/年

   2 文珠地区における観光入込客数を1,289,300人/年（R6）から1,418,200人/年（R12）に増加

文珠地区における観光入込客数の調査 1289300人/年 人/年 1418200人/年

   3 府中地区における観光入込客数を810,500人/年（R6）から891,500人/年（R12）に増加

府中地区における観光入込客数の調査 810500人/年 人/年 891500人/年

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000699117



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R08 R09 R10 R11 R12 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業 A16-001 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（宮

津市街地地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           8 30.20 －

A16-002 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（文

珠地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成、空家除去

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           8 73.92 －

A16-003 住宅 一般 宮津市 間接 民間等 － － 街なみ環境整備事業（府

中地区）

協議会等活動助成、街なみ修

景助成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           8 46.45 －

 小計          24

合計          24

1 案件番号： 0000699117



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R08 R09 R10 R11 R12 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業 C16-001 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 美観電柱事業 電柱の統合、再配置、美観電

柱への変更

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           2 50.11 －

街なみ環境整備(A16-001~A16-003)とあわせて、電柱の統廃合、再配置や街なみと調和した美観電柱への変更を行うことで、歴史的な街なみ修景が図れる

C16-002 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 環境整備事業 案内板などの設置等費用を助

成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           1 50.11 －

街なみ環境整備(A16-001~A16-003)とあわせて、案内板等を設置することで、地域住民や観光客の利便性の向上が図れる

C16-003 住宅 一般 宮津市 間接 民間 － － 屋外広告物等助成事業 屋外広告物等の撤去、集約化

費用を助成

宮津市  ■  ■  ■  ■  ■           1 50.11 －

街なみ環境整備(A16-001~A16-003)とあわせて、屋外広告物等の撤去、集約化を図ることで、歴史的な街なみ修景が図れる

 小計           4

合計           4

1 案件番号： 0000699117



市町村位置図

（参考図面①）【位置図・区域図】

区域又は地区名 宮津市街地・文珠・府中地区

促進区域

天橋立公園

文珠地区

面積Ａ≒62.3ha

宮津市街地地区

面積A≒100.5ha

面積A≒6920ha

府中地区 面積Ａ≒216ha

面積A≒378.8ha

宮津・天橋立景観計画区域



(参考図面②)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第４期）

計画の期間 令和８年度　～　令和12年度　（5年間） 宮津市

重要文化財

国登録文化財

府指定文化財

市指定文化財

その他歴史的建造物

交付対象

大久保城跡（桜山公園）

宮津市役所

滝上公園展望台

今林家

尾藤家

三上家

黒田酒店

平野

家

矢野家如願寺

日吉神社

大頂寺

練製品組合

日吉会館

中村眼科医院

佐藤医院

西山家

田中医院

宮本会館

勘左衛門小路

如願寺川

旧大村家長屋門

茶六本館

清輝楼

四軒町

旧三上家住宅

浪花会館

小川湯

和貴宮神社
カトリック宮津教会

茶六別館

旧前尾邸

聖アンデレ教会

仏性寺

妙照寺

国清寺

見性寺悟真寺無縁寺

真照寺

智源寺

西方寺

栄照院経王寺

本妙寺

金屋谷水路

Ａ１6-001  

街なみ環境整備事業

（宮津市街地地区）

街なみ環境整備事業地区（100.5ha）

Ａ16-001 協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及

啓発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業

など、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等

Ａ16-001 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住

環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定

め、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事業を

実施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

C16-001 美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の

整理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

Ｃ16-002 環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景

観形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景

観まちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

街なみ環境整備促進区域（100.5ha）

Ｃ16-003 屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を

害する屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする

者に対し支援し、その経費の一部を助成する。

旧丹海本社



(参考図面③)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第４期）

計画の期間 令和８年度　～　令和12年度　（5年間） 宮津市交付対象

涙ヶ磯

どんぶち

桜山

天橋立桟橋

モーター艇桟橋

見樗鼻桟橋跡

対潮庵跡

保昌塚

三角五輪塔

智恵の輪燈籠

灯明台四軒茶屋 対橋楼

松露亭

千歳旅館

松影旅館

どんぶち舟

屋

第２小天橋

Ａ16-002

街なみ環境整備事業

（文珠地区）

街なみ環境整備促進区域（62.3ha）

重要文化財

府指定文化財

街なみ環境整備事業地区（62.3ha）

Ａ16-002 協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及

啓発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業

など、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等 Ａ16-002 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や

賃借者等が、当該区域の住環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまち

づくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め、宮津市が認定し

た「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修

景事業を実施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

Ａ16-002 街なみ整備事業（空家住宅等除却･整備）

整備事業地区内における、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の協

定区域内において、不特定の者が利用できる緑地等の公共・公益性のある利

用を行うことを前提に、空家の撤去及び跡地の整備を行う者に対し支援し、その

経費の一部を助成する。

C16-001 美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電

柱の整理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

Ｃ16-002 環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポ

イント）等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮

津市まち景観形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団

体など、地域で景観まちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

Ｃ16-003 屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を

害する屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする

者に対し支援し、その経費の一部を助成する。

その他歴史的建造物



(参考図面④)地域住宅支援

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり（第４期）

計画の期間 令和８年度　～　令和12年度　（5年間） 宮津市交付対象

旧永島家住宅

成相寺

飯役社

千体佛

江尻公会堂

傘松公園

傘松ケーブル

神風楼

中野郷倉

Ａ16-003 協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及

啓発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業

など、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等

Ａ16-003

街なみ環境整備事業

（府中地区）

C16-001 美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の

整理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

Ｃ16-002 環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景

観形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景

観まちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

Ｃ16-003 屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を害する

屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者に対し支援

し、その経費の一部を助成する。

Ａ16-003 街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住

環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を

定め、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事

業を実施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

街なみ環境整備促進区域(216ha)

府指定文化財

国登録文化財

街なみ環境整備事業地区（216ha）

その他歴史的建造物



平成23年度～令和12年度



平成25年度～令和12年度



平成25年度～令和12年度



「整備方針図」

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり

計画の期間 平成23年度　～　令和12年度　（20年間） 宮津市

重要文化財

国登録文化財

府指定文化財

市指定文化財

その他歴史的建造物

交付対象

街なみ環境整備促進区域（100.5ha）

大久保城跡（桜山公園）

宮津市役所

滝上公園展望台

今林家

尾藤家

三上家

黒田酒店

平野

家

矢野家如願寺

日吉神社

大頂寺

練製品組合

日吉会館

中村眼科医院

佐藤医院

西山家

田中医院

宮本会館

勘左衛門小路

如願寺川

旧大村家長屋門

茶六本館

清輝楼

四軒町

旧三上家住宅

浪花会館

小川湯

和貴宮神社
カトリック宮津教会

茶六別館

旧前尾邸

聖アンデレ教会

仏性寺

妙照寺

国清寺

見性寺悟真寺無縁寺

真照寺

智源寺

西方寺

栄照院経王寺

本妙寺

金屋谷水路

街なみ環境整備事業地区（100.5ha）

街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルートの設定や、歩行者の安

全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美装化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事

業を実施する。

街なみ整備事業（小公園・広場(その他大臣事業)）
整備事業地区内の小公園・広場・緑地などを対象に、地区の憩いの場として、子どもから高齢者まで皆に親

しまれる場所となるよう、周囲の環境に配慮した修景整備を行う。

・園路の美装化 ・植栽及びベンチの設置 ・便所の外観修景 ・柵の設置 等）

整備方針策定
整備促進区域内において、地域住民等の意見を反映した、景観まちづくり整備方針を策定する。

協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及

啓発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業

など、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等

街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住環

境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め

、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事業を実

施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

街なみ整備事業(測量・調査・設計（その他大臣事業））
整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う。

美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の整

理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景観

形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景観ま

ちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

路地等助成事業
整備事業地区内において、魅力的な雰囲気を作り出している路地空間に対し、沿線住民等

が策定・締結した景観ルールに基づき、路地等の修景を行う者に対して、その経費を助成し、

質の高い住宅環境の創造を図る。

屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を害する

屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者に対し支援し

、その経費の一部を助成する。

街なみ環境整備事業

（宮津市街地地区）

旧丹海本社



「整備方針図」

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり

計画の期間 平成23年度　～　令和12年度　（20年間） 宮津市交付対象

涙ヶ磯

どんぶち

桜山

天橋立桟橋

モーター艇桟橋

見樗鼻桟橋跡

対潮庵跡

保昌塚

三角五輪塔

智恵の輪燈籠

灯明台四軒茶屋 対橋楼

松露亭

千歳旅館

松影旅館

どんぶち舟屋

第２小天橋 街なみ環境整備促進区域（62.3ha）

重要文化財

府指定文化財

街なみ環境整備事業地区（62.3ha）

協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及啓

発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業など

、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等

街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や

賃借者等が、当該区域の住環境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづ

くりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め、宮津市が認定した「

界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事

業を実施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルート

の設定や、歩行者の安全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美装

化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事業を実施する。

街なみ整備事業(測量・調査・設計

（その他大臣事業））
整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う

。

街なみ整備事業（空家住宅等除却･整備）

整備事業地区内における、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の協

定区域内において、不特定の者が利用できる緑地等の公共・公益性のある利用

を行うことを前提に、空家の撤去及び跡地の整備を行う者に対し支援し、その経

費の一部を助成する。

美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電

柱の整理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイ

ント）等を対象に、休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津

市まち景観形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体な

ど、地域で景観まちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を害

する屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者に

対し支援し、その経費の一部を助成する。

その他歴史的建造物

街なみ環境整備事業

（文珠地区）



「整備方針図」

計画の名称 1 城下町・港町の風情と人情溢れる景観まちづくり

計画の期間 平成23年度　～　令和12年度　（20年間） 宮津市交付対象

旧永島家住宅

成相寺

飯役社

千体佛

江尻公会堂

傘松公園

傘松ケーブル

神風楼

中野郷倉

協議会活動助成

整備促進区域内において、宮津市まち景観形成協議会が取り組む、景観まちづくりに係る調査研究、普及

啓発活動や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体（認定協議会）が行う協定の運用事業

など、地域で景観まちづくり活動に取り組む協議会等団体の活動に対し助成・支援する。

・ 地域まちづくり会議への専門家(アドバイザー)派遣

・ 勉強会 ・コンサルタント派遣 ・ 資料収集 等

美観電柱事業
整備事業地区内において、建造物周辺の既存電柱について、景観上望ましくない電柱の整

理を行い、歴史的な街なみと調和した美観柱に移設及び変更する。

環境整備事業
整備促進区域内における、天橋立や宮津湾、まちなみ等が見渡せる高台（ビューポイント）

等を対象に、 休憩施設(ベンチ等)の設置、魅力ポイントの案内板の設置等、宮津市まち景観

形成協議会や、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結団体など、地域で景観ま

ちづくり活動に取り組む団体の活動を支援する。

屋外広告物等助成事業

整備事業地区内において、野立広告物の撤去及び撤去に伴う集約化など、景観を害する

屋外広告物を一定のルールに基づき修景し、地域の景観美化を図ろうとする者に対し支援し

、その経費の一部を助成する。

街なみ整備事業（道路美装化等(その他大臣事業)）
整備事業地区内において、当該地区の特質を踏まえた上で、新たな観光散策ルートの設定や、歩行者の安

全確保、地域住環境の整備改善のため、道路等の舗装美装化や側溝の整備、街路灯等の修景などの整備事

業を実施する。

街なみ整備助成事業（修景施設整備）
整備事業地区内において、一団の区域の土地・建築物・工作物等の所有者や賃借者等が、当該区域の住環

境の整備改善や良好な景観の形成を通じたまちづくりの推進を目的に、住宅等の整備に関する事項等を定め

、宮津市が認定した「界隈景観まちづくり協定」の締結者が、協定の内容に即した形で建物等の修景事業を実

施する場合支援し、その経費の一部を助成する。

街なみ環境整備促進区域(216ha)

府指定文化財

国登録文化財

街なみ環境整備事業地区（216ha）

その他歴史的建造物

街なみ整備事業(測量・調査・設計（その他大臣事業））
整備事業地区内の道路美装化等を計画している区間の、測量・調査・設計を行う。

街なみ環境整備事業

（府中地区）


